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令和３年度 第１回 権利擁護部会 説明資料 

 

本説明資料に沿って各資料をご確認いただき、「回答書」に記載のうえ、

ご提出をお願いいたします。（できるだけメールでご回答いただけると幸い

です。） 

ご意見の有無にかかわらず、８月１１日（水）までにご提出くださいます

ようご協力お願いいたします。 

なお、記入された意見については、発言者名を除いて、議事録として掲載

されますので、あらかじめご了承願います。 

 

以下、各資料の説明です。 

----------------------------------------------------------------------- 

１．第８期権利擁護部会の開催に当たって 

〔資料１〕第８期権利擁護部会の活動計画 

〔資料２〕第８期権利擁護部会委員名簿 

〔参考資料〕障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を 

改正する法律の概要（令和３年法律第 56 号） 

 

○部会の設置目的、第８期協議事項、スケジュール、委員名簿等をお示しし

ます。また、障害者差別解消法に関する情報提供として、6 月 4 日に国よ

り公布された障害者差別解消法の一部を改正する法律の概要を、参考に提

供いたします。 

○「資料１ 第８期権利擁護部会の活動計画」の「４ 第８期協議事項（１）

及び（２）」については、今年度から開催する地域生活支援拠点等運営検

討会の進捗状況を踏まえ、第２回以降の部会において取り扱うこととしま

す。 

○「資料２ 第８期権利擁護部会委員名簿」について、区の虐待対応におけ

る連携強化を図るため、今期は３つの関係所管課を委員として加えました。 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

説明資料 
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２．報告事項 

（１）板橋区における障がい者差別の相談等受付状況について 

 〔資料３〕障がい者差別の相談等受付状況 

 

○令和３年度の相談受付件数は、令和３年７月末日現在、０件です。 

○また、参考までに令和２年度・令和元年度の受付件数、令和２年度の対応

事例をお示しします。 

 

（２）板橋区における障がい者虐待の通報等受付状況について 

 〔資料４-１〕障がい者虐待の通報等受付状況 

 〔資料４-２〕障がい者虐待の程度 一覧表 

 

○令和３年度の通報等受付件数は、令和３年７月末日現在、１６件であり、

虐待の認定は１件です。 

○「資料４-１ 障がい者虐待の通報等受付状況」の「６ 虐待認定したケー

ス事例」「７ 虐待認定以外のケース事例」については、令和２年度及び令

和３年度から抽出してお示しいたしますのでご確認ください。虐待内容に

ついては、個人が特定されないよう、情報を限定的に記載しておりますの

であらかじめご了承ください。 

○また、事例に関しては、前年度の権利擁護部会の意見を踏まえ、「緊急性」

及び「虐待認定」の判断理由、「虐待の程度」、「対応」について、それぞ

れ記載しました。 

○なお、「虐待の程度」の判断に当たっては、厚生労働省が策定している「市

町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和２年 10

月版）」に基づき区で作成した「資料４-２ 障がい者虐待の程度 一覧表」

に沿って判断しております。 

 

（３）令和２年度「障害者差別解消法セミナー」アンケート結果について 

 〔資料５〕令和２年度「障害者差別解消法セミナー」アンケート結果 

 

○昨年 12 月に実施した上記セミナーについて、参加者アンケートの集計結
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果を公表します。 

○自由記述の意見について、内容が重複している意見は一部、統一しており

ます。 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

３．協議事項 

令和３年度「障害者差別解消法セミナー」について 

〔資料６〕令和３年度「障害者差別解消法セミナー」案 

 

○令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、新たな試みと

して、Web 配信での開催を検討しております。 

○Web 配信は、時間や場所の拘束がないことから、会場への移動の手間や

交通費がかからず、気軽に参加することができます。 

○また、動画を繰り返し見たり、一時停止したりすることができ、個人の理

解度に合わせて動画を視聴できるため、自由なペースで理解を深めること

ができます。 

○なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、対面での講演会の

開催も視野に入れております。 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

４．その他 

（１）権利擁護部会において周知・共有したい取組や普及啓発していきたい

取組について 

 

○権利擁護部会において、周知もしくは共有したい差別・虐待対応に関する

取組がございましたら、回答書へご記入ください。 

○また、権利擁護部会のみならず、皆様の団体や関係機関等において、普及

啓発していきたい差別・虐待対応に関する取組がございましたら、回答書

へご記入ください。 

○記入いただいたご意見は、部会の活動として検討を図ってまいります。 
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（２）障がい当事者部会の部会員へ聞きたい内容について 

 

○差別・虐待対応など、障がい者の権利擁護に関することで、障がい当事者

部会に伺いたいことがございましたら回答書へご記入ください。 

○記入いただいたご質問は、当事者部会での議題として取り扱い、協議結果

を第２回以降の部会において報告いたします。 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

■最後に 

 

○繰り返しになりますが、今回いただいた意見については、発言者名を除い

て議事録として掲載されますので、あらかじめご了承願います。 

なお、「４．その他」については、関係機関からの周知事項となりますので、

発言機関名についても掲載いたします。 

○書面による会議の開催にあたり、通常の会議の開催と比べ、ご説明が至

らない点が多々あるかと思います。何かご不明な点がございましたら、

お気軽に担当までご連絡ください。 

 

 

【担 当】 

板橋区 福祉部 障がい政策課 自立支援係  進藤・佐藤 

電 話：０３－３５７９－２０８９ 

ファクス：０３－３５７９－４１５９ 

メール：f-jiritsu@city.itabashi.tokyo.jp 


